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【加算の届出】 
 
（問１）加算等に係る届出については、毎月１５日（今年３月は２５日）ま

でに行わなければ翌月から算定できないが、報酬改定の影響により届

出が間に合わなかった場合の特例はないのか。 
（答） 

１ 今年の３月に限り、居宅サービスに係る加算の届出が２５日までにな

されなければ、翌月から算定することができるとの特例をさらに延長す

ることについては、 
① そもそも、加算等の届出を毎月１５日までとしている趣旨が、居

宅介護支援事業所や利用者への周知期間のためであり、ある程度の

周知期間が必要であること 
② 利用者の立場に立てば、当然に、あらかじめ、限度額や利用者負

担額への影響も含めたサービス内容についての説明を受ける権利が

あり、利用者が納得の上でのサービスでなければならないこと 
等から、適切なケアマネジメントという観点から困難であると考えて

いる。これに加えて、通所リハビリテーションの「みなし指定」の事業

所については、体制届出の内容によってサービス提供体制が整っている

か否かを判断することができるものである。 
２ ただし、サービスを適切に提供しているにもかかわらず、届出が間に

合わず、加算等を算定できないということも、適正な事業運営にとって

支障を来し、ひいては、利用者に対するサービス提供にも支障を来すこ

とが懸念される。 
３ そこで、４月１日から加算等の対象となるサービス提供が適切になさ

れているにもかかわらず、届出が間に合わないといった場合については、

４月中に届出が受理された場合に限り、受理された時点で、ケアプラン

を見直し、見直し後のプランに対して、利用者の同意が得られれば、４

月１日にさかのぼって、加算を算定できることとする扱いとされたい。

ただし、通所リハビリテーションのみなし事業所については、当該取扱

いを行う場合にあっては、その時点では当然に介護保険法上の運営基準

等を満たした上で適切にサービスを提供する必要があること。 
４ なお、混乱を避けるため、その場合であっても、事業者は利用者に対

し、ケアプランが事後的に変更され、加算がさかのぼって算定される可

能性があることを、あらかじめ説明しておくことが望ましい。 
 
 
【共通事項】 
 
○ 特定事業所加算（訪問介護）・サービス提供体制強化加算 共通 
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（問２）特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士

又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月

の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体

的取扱いについて示されたい。 
（答）  

要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交

付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成２１年３月３

１日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録

をした者については、平成２１年４月において介護福祉士として含めることが

できる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明

書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。 
なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格

等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、

当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認す

るべきものであること。 
 
（問３）特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画

的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。 
（答） 

訪問介護員等（訪問入浴介護従業者等を含む。以下問３及び問４において

同じ。）ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間につ

いては定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期

間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。 

  また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定

することとされているが、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、

経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分

けして作成することも差し支えない。 

  なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね１年の間に１回以上、

なんらかの研修を実施できるよう策定すること。 

  

（問４）特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期

的な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。 
（答） 

本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施するこ

とが義務づけられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含

めた、すべての訪問介護員等に対して、１年以内ごとに１回、定期的に医師

による健康診断を、事業所の負担により実施することとしている。 
また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断

については、労働安全衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者
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の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師に

よる健康診断（他の事業所が実施した健康診断を含む。）を受診し、その者が

当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省

略できるほか、費用については本人負担としても差し支えない（この取扱い

については、高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が行う特定健康

診査については、同法第２１条により労働安全衛生法における健康診断が優

先されることが定められているが、「常時使用する労働者」に該当しない訪問

介護員等については、同条の適用はないことから、同様の取扱いとして差し

支えない。）。 
   

 ※本Ｑ＆Ａの発出に伴い平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．６）問１

は削除する。 

 
【参考】 

平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．６） 

問１(1)  特定事業所加算の算定要件の一つである訪問介護事業者が実施する健康診断の

取り扱いはどうなるのか。 

(2)  上記の健康診断をパート従業員が自己の希望により自己負担で保健所等において受

診した場合や定期的に受診する場合の取り扱いはどうなるのか。 

答(1)  特定事業所加算の算定要件の一つである健康診断は、訪問介護事業者が実施する健

康診断は労働安全衛生法と同等の定期健康診断である。したがって、当該健康診断につい

ては、労働安全衛生法により定期的に実施することが義務付けられた「常時使用する労働

者」に該当しない訪問介護員等も含めて、訪問介護事業者が少なくとも１年以内ごとに１

回、事業主の費用負担により実施した場合に特定事業所加算の対象となる。 

(2)  なお、従業者が事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受診することを

希望せず、他の医師又は歯科医師の行う健康診断を受診し、その結果を証明する書面を提

出した場合は、健康診断を受診したものとして取り扱って差し支えない。この取扱いにつ

いても労働安全衛生法と同様である。 

 
 
○ サービス提供体制強化加算 
 
（問５）同一法人内であれば、異なるサービスの事業所（施設）における勤

続年数や異なる業種（直接処遇職種）における勤続年数も通算できる

のか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。 
また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合

にも通算できるのか。 
（答）  

同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種（直

接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数については通算することができ
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る。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施

設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営している

と認められる場合には、勤続年数を通算することができる。 
ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとして

も、通算はできない。 
 

（問６）産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

（答）  
産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤

続年数に含めることができる。 
 
（問７）ＥＰＡで研修に来ている者も当該加算の対象に含まれるのか。 

（答） 
 人員配置基準においても含めていないことから、当該加算においても対象

として含まない。 
  
（問８）一つの病棟内に介護療養病床とその他の病床（医療療養病床など）

が混在する場合の、介護福祉士の割合等の算出方法如何。 
（答） 
 一つの病棟内に介護療養病床と医療療養病床等が混在する場合については、

病棟単位で介護福祉士の割合等を算出する。 
  ただし、例外的に、病室単位で介護療養病床としての指定を受け、医療療

養病床及び介護療養病床各々において人員基準を満たしている場合について

は、介護療養病床として指定を受けている病室に配置された職員のみで介護

福祉士の割合等を算出することができることとする。 
 
（問９）予防通所リハ及び予防通所介護を利用する者において、月途中に要

支援度の変更があった場合、サービス提供強化加算の算定はどの様に

するべきか。 
（答）  

月途中に要支援度が変更した場合は、変更前の要支援度に応じた報酬を算

定する。 
ただし、変更となる前（後）のサービス利用の実績がない場合にあっては、

変更となった後（前）の要支援度に応じた報酬を算定する。 
 
（問１０）「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出し

た平均を用いる」こととされている平成２１年度の１年間及び平成２

２年度以降の前年度の実績が６月に満たない事業所について、体制届

出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。 



 - 5 -

（答）  
  サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第３６号

等において以下のように規定されているところであり、これに従った取扱い

とされたい。 
 

「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加

算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させ

ることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生

した日から加算等の算定を行わないものとする。」 

 
具体的には、平成２１年４月に算定するためには、平成２０年１２月から

平成２１年２月までの実績に基づいて３月に届出を行うが、その後平成２１

年１月から３月までの実績が基準を下回っていた場合は、その事実が発生し

た日から加算の算定は行わないこととなるため、平成２１年４月分の算定は

できない取扱いとなる。 
 
 

○ 特別地域加算等 
 

（問１１）特別地域加算（１５％）と中山間地域等に居住するものへのサー

ビス提供加算（５％）、又は、中山間地域等における小規模事業所加算

（１０％）と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算

（５％）を同時に算定することは可能か。 
（答） 

特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地

域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住

する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。 
 
（問１２）小規模事業所の基準である延訪問回数等には、外部サービス利用

型特定施設入居者生活介護基本サービス費の訪問介護等の回数も含め

るのか。 
（答） 

含めない。 
 

（問１３）月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地

域内からそれ以外の地域（又はその逆）に居住地が変わった場合、実

際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービ

ス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサー

ビス提供分が加算の対象となるのか。 
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（答） 
該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。 
※ 介護予防については、転居等により事業所を変更する場合にあっては

日割り計算となることから、それに合わせて当該加算の算定を行うもの

とする。 
 
 
○ 口腔機能向上加算（通所サービス） 
 
（問１４）口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機

能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、

具体例としてはどのような者が対象となるか。 
（答） 

例えば、認定調査票のいずれの口腔関連項目も「１」に該当する者、基本

チェックリストの口腔関連項目の１項目のみが「１」に該当する又はいずれ

の口腔関連項目も「０」に該当する者であっても、介護予防ケアマネジメン

ト又はケアマネジメントにおける課題分析に当たって、認定調査票の特記事

項における記載内容（不足の判断根拠、介助方法の選択理由等）から、口腔

機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者については算定で

きる利用者として差し支えない。 
同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事

項の記載内容等から口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断さ

れる者、視認により口腔内の衛生状態に問題があると判断される者、医師、

歯科医師、介護支援専門員、サービス提供事業所等からの情報提供により口

腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者等についても算

定して差し支えない。 
なお、口腔機能の課題分析に有用な参考資料（口腔機能チェックシート等）

は、「口腔機能向上マニュアル」確定版（平成２１年３月）に収載されている

ので対象者を把握する際の判断の参考にされたい。 
 
（問１５）口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、

利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考える

が如何。 
（答） 

口腔機能向上サービスの開始又は継続の際に利用者又はその家族の同意を

口頭で確認し、口腔機能改善管理指導計画又は再把握に係る記録等に利用者

又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又

は押印は必須ではない。 
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○ 栄養改善加算（通所サービス） 
 
（問１６）当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にあ

る又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、

食事摂取量が不良の者（７５％以下）とはどういった者を指すのか。 
（答）  

その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは、以下

のような場合が考えられる。 
・ 医師が医学的な判断により低栄養状態にある又はそのおそれがあると

認める場合。 
・ イ～ニの項目に掲げられている基準を満たさない場合であっても、認

定調査票の「えん下」、「食事摂取」、「口腔清潔」、「特別な医療について」

などの項目や、特記事項、主治医意見書などから、低栄養状態にある又

はそのおそれがあると、サービス担当者会議において認められる場合。 
なお、低栄養状態のおそれがあると認められる者とは、現状の食生活を

続けた場合に、低栄養状態になる可能性が高いと判断される場合を想定し

ている。 
 

また、食事摂取が不良の者とは、以下のような場合が考えられる 
・ 普段に比較し、食事摂取量が７５％以下である場合。 
・ １日の食事回数が２回以下であって、１回あたりの食事摂取量が普段

より少ない場合。 
 
 
○栄養管理体制加算（施設サービス・短期入所サービス） 
 
（問１７）管理栄養又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が

包括化されたが、どのように考えればいいのか。 
（答） 

今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身

の状況に応じた適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評価を行っ

ていた栄養管理体制加算については基本サービス費への包括化を行ったとこ

ろである。 
これは、当該加算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等の観点から

行ったものであり、包括化を行っても利用者の栄養状態の管理の重要性は変

わらないものであることから、各事業所においては、引き続き、これを適切

に実施できる体制を維持すること。 
 
 
○ 療養食加算（施設サービス・短期入所サービス） 
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（問１８）療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因

が鉄分の欠乏に由来する者とは。 
（答） 

対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医師が認める

者である。 
 
 
○ 夜勤職員配置加算（施設サービス・短期入所サービス） 
 

（問１９）ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。 

（答） 
施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット

部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合

にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであるこ

と。専門棟についても同様である。 
 
 
 
 




